
２ 福祉、保育、介護 

 

（２）保育分野 

  ③ その他の保育・子育て支援サービスの拡充 

オ 「放課後子どもプラン」の見直し等 

 

   （ア）「放課後子どもプラン」の推進と見直し 

実施場所の確保については、文部科学省生涯学習政策局長、厚生労働省雇用

均等・児童家庭局長に加え、文部科学省の初等中等教育局長、大臣官房文教施

設企画部長の４者連名による通知「『放課後子どもプラン』の推進に当たって

の関係部局・学校の連携等について」（平成 19年３月 14日付、18文科生第 532

号・雇児発 03140004 号通知）を発出するなど、余裕教室を始めとする学校諸

施設の利用促進に当たり、教育委員会と福祉部局との緊密な連携や小中学校と

の連携・協力を求めている。しかしながら、現場判断に委ねられる「学校教育

に支障が生じない限り」という条件が曖昧であるため、余裕教室の利用やプラ

ンの実施がなかなか進まないという実態がある。 

そのため、関係者の意識改革や、地方公共団体における関係者間の連携に資

するよう、関係各所の協力を得ながら、学校諸施設について、更なる利用の拡

大が可能かどうか調査するなど、実施場所の確保のための有効策を早急に実施

する。【平成 21年度措置】（Ⅲ福祉イ⑰ｂ） 

プランについては、引き続き２つの事業の連携を深め、１つの事業として展

開することの是非も含めて検討し、事業の改善を行う。【速やかに検討開始、

平成 21年４月措置】（Ⅲ福祉イ⑰ａ） 

併せて、プランにおける実施箇所数の目標達成だけではなく、子どもや保護

者、地域にとっての質の充実など複合的な効果について検証する仕組みを研究

する。【速やかに検討開始、平成 21年度措置】（Ⅲ福祉イ⑰ｃ） 

 

   （イ）放課後児童クラブの体制整備 

放課後児童クラブについて、顕在化している待機児童問題を解消し、大規模

クラブの環境を改善するため、クラブの設置・分割を迅速かつ効率的に進めな

ければならない。厚生労働省では、平成 21 年度予算の概算要求で、大規模ク

ラブの解消のための改修費の増など所要の要求を行っているが、それだけでは

十分とは言えない。したがって、児童の放課後の安全対策や家庭的かつ豊かな 

＜規制改革推進のための３か年計画（再改定）平成２１年３月３１日閣議決定（抜粋）＞

 

時間の確保の観点から、クラブ数の増加に向け、小学校の余裕教室、児童館、

幼稚園等、既存施設の有効活用を一層促進し、クラブ分割を行い、大規模クラ

ブの解消を速やかに行う。【平成 21年度措置】（Ⅲ福祉イ⑱ｃ） 

また、新待機児童ゼロ作戦では、10年後にクラブの登録児童数を 145万人増

加させるとの目標を掲げているが、実際のクラブ運営には、実施場所等の物理

的資源や指導員等の人的資源の確保が欠かせない。そのため、新ゼロ作戦の実

現に向け、量の拡大とともに質の向上を図る観点から、場所と人材の確保も含

めた具体的な対応策について検討を行い、早急に結論を得、措置を講ずる。【包

括的な次世代育成支援の枠組みを構築していく中で検討、平成 21 年度以降、

結論・措置】（Ⅲ福祉イ⑱ｄ） 
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地方分権改革推進要綱（第１次）(抄)

第２ 地方分権のための制度・運営の改革の推進
１ 重点行政分野の抜本的見直し
（１）くらしづくり分野関係

【幼保・子ども】

○ 文部科学省の「放課後子ども教室推進事業」と厚生労働省の
「放課後児童健全育成事業」について、両事業の統合も含めた
更なる一本化の方向で改善方策を検討し、平成２１年度から実
施する。

〔文部科学省・厚生労働省〕

平成２０年６月２０日
地方分権改革推進本部決定
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＜経済財政改革の基本方針2009について（平成21年6月23日閣議決定）抜粋＞
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